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196－令和６年度森林及び林業の動向 

２．国有林野事業の具体的取組 

(１)公益重視の管理経営の一層の推進
(ア)重視すべき機能に応じた管理経営の推進
(機能類型区分に応じた森林施業等の推進)

国有林野事業では、管理経営基本計画に基づき公益重視の管理経営を一層推進するとい
う方針の下、国有林野を、重視すべき機能に応じて「山地災害防止タイプ」、「自然維持
タイプ」、「森林空間利用タイプ」、「快適環境形成タイプ」及び「水源涵

かん
養タイプ」の

５つに区分している(資料Ⅳ
－３)。木材等生産機能につい
ては、これらの区分に応じた
適切な施業の結果として、計
画的に発揮するものと位置付
けている。 

また、間伐の適切な実施や
主伐後の確実な更新を図るほ
か、複層林への誘導や針広混
交林化を進めるなど、多様な
森林を育成するとともに、林
地保全や生物多様性保全に配
慮した施業及び花粉発生源対
策に取り組んでいる。 
(治山対策の推進) 

国有林野には、公益的機能を発揮する上で重要な森林が多く存在し、令和５(2023)年度
末時点で面積の約９割に当たる686万haが水源かん養保安林や土砂流出防備保安林等の保
安林に指定されている。これら保安林において、森林の造成等を通じて森林の機能を維持・
向上させ、山地災害等から国民の生命・財産を守ることに寄与するため、機能の低下した
森林の整備、集中豪雨や台風等により被災した山地の復旧整備等を推進する「国有林治山
事業」を行っている(事例Ⅳ－１)。 

さらに、民有林野においても、事業規模の大きさや高度な技術の必要性を考慮し、国土
保全上特に重要と判断されるものについては、都道府県からの要請を踏まえ、「民有林直
轄治山事業」を行っており、令和６(2024)年度は16県22地区の民有林野でこれらの事業を
行っている。 

このほか、大規模な山地災害が発生した際には、専門的な知識・技術を有する職員の被
災地派遣やヘリコプターによる被害調査等を実施し、地域への協力・支援に取り組んでい
る。  

機能類型区分ごとの管理経営の考え方

注：面積は、令和６(2024)年４月１日時点の値である。 
資料：農林水産省「令和５年度 国有林野の管理経営に関する基本計画の

実施状況」 
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(路網整備の推進) 
国有林野事業では、機能類型に応じた適切な森林の整備・保全や林産物の供給等を効率

的に行うため、自然条件や作業システム等に応じて林道及び森林作業道を適切に組み合わ
せた路網の整備を進めている。このうち、基幹的な役割を果たす林道については、令和５
(2023)年度末における路線数は１万3,498路線、総延⾧は４万6,248kmとなっている。 
(イ)地球温暖化対策の推進

国有林野事業では、中⾧期的な森林吸収量の確保・強化に向けて、主伐後の確実な再造
林や、適切な保育等の森林施業に取り組んでおり、令和５(2023)年度には約0.9万haの植栽
や約13万haの保育等の森林施業を実施した。 
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は、直下に、秋田県と山形県をつなぐ重要な幹線
である国道13号とJR奥羽本線が並走している。平成30(2018)年８月に発生した豪雨により
当該渓流が荒廃し鉄道付近まで土砂が押し寄せたため、秋田森林管理署湯沢支署は、「防災・
減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」により下流の国道・鉄道等の保全に寄与する
復旧治山工事を実施し、令和４(2022)年までに２基の治山ダムを完成させた。 

その後の令和６(2024)年に発生した令和６年７月25日からの大雨では、北日本を中心に
土砂災害や河川氾濫などの被害が発生した。秋田県においても、県内77か所で山地災害が発
生する中、峠の沢では、設置した２基の治山ダムが渓岸・渓床の侵食を防止し、渓流を安定
させるとともに下流への土砂流出を抑制した結果、国道や鉄道等への被害が防止された。 

令和６年７月25日からの大雨における治山施設の効果 

令和４(2022)年11月に完成した直後の状況 
(No.1治山ダム上流側) 

令和６年７月25日からの大雨後の状況 
(No.1治山ダム上流側) 

峠の沢における施工箇所及び保全対象 

事例Ⅳ－１ 

No.1 治山ダム No.2 治山ダム 

JR 奥羽本線 

国道 13 号 
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